
新規学卒未就職者対策について

平成22年4月28日

北 海 道

１ 現状と対策

○新規高卒者

○新規高卒者の求人・求職状況○新規高卒者の求人・求職状況○新規高卒者の求人・求職状況○新規高卒者の求人・求職状況

＊求職者数は７，７７６人で、前年同期に比べ９．４％（８０３人）減少。

＊道内求人数は７，５７７人で、前年同期に比べ１６．０％（１，４４３人）減少。

＊道内求人倍率は０．９７倍で、前年同期を０．０８ポイント下回る。

○新規高卒者の就職内定状況○新規高卒者の就職内定状況○新規高卒者の就職内定状況○新規高卒者の就職内定状況

＊就職内定者数は６，２１２人で、前年同期に比べ１２．８％（９１３人）減少。

＊就職内定率は７９．９％で、前年同期を３．２ポイント下回る。

・男子は８４．６％と前年同期を３．５ポイント、女子は７５．３％と前年同期を

２．９ポイント下回る。

・札幌圏（札幌、札幌東、札幌北、千歳公共職業安定所）では６４．７％と全道

平均を１５．２ポイント下回る。

＊未内定者数は１，５６４人で、前年同期に比べ７．６％（１１０人）の増加。

○北海道・東北の新規大卒者

内定率：７７．８％（２月１日現在）
※前年同期比１．２ポイント減

新規学卒未就職者、とりわけ新規高卒未就職者に重点を置き、早期就職支援を行う。

（地域の企業、関係者が協力して、未就職者の意識改革や社会人としての基礎的なスキルを高める。）

２ 取組内容

（１）既存事業（４月～）

・新規学卒未就職者のジョブカフェ北海道への登録

新規学卒未就職者のうち支援希望者を登録し、随時、就職カウンセリングなど就職

に向けた総合的な支援を実施（４月２６日現在、登録済新規学卒未就職者数６１０名）

・新規学卒未就職者向け特別相談

ジョブカフェ北海道において、新規学卒未就職者を対象に就職相談の実施

（札幌：随時、地方：約３０回）

（２）新規事業（５月～） ・・・新規事業の詳細は別紙のとおり

・新規高卒等未就職者に対する支援・新規高卒等未就職者に対する支援・新規高卒等未就職者に対する支援・新規高卒等未就職者に対する支援

道の臨時職員として255名を６ヶ月任用し、社会人基礎力の研修など、教育局、地

元経済界と連携した研修を実施し、任用中あるいは終了後の就職を促進

・新規学卒未就職者に対する支援・新規学卒未就職者に対する支援・新規学卒未就職者に対する支援・新規学卒未就職者に対する支援

道が民間の人材育成会社にプロポーザル方式により委託し、未就職者を約１０ヶ月

雇用（100名規模）し、OJTとOff-JTの組合せにより早期就職を促進



新規学卒未就職者に対する新たな事業について新規学卒未就職者に対する新たな事業について新規学卒未就職者に対する新たな事業について新規学卒未就職者に対する新たな事業について
事業内容等

新規高卒等未就職者対策事業 学卒未就職者等就職支援事業
（道の臨時職員雇用） （人材育成会社雇用）

ねらい 道の臨時職員として雇用しつつ、地域の協 民間の人材育成会社を活用し、ＯＪＴとOff
力のもと、１日でも早い就職を促進 -ＪＴの組み合わせにより早期就職を促進

事業 臨時職員として任用し、社会人基礎力やコ 委託先の人材育成会社が未就職者を雇用し、
ミュニケーション力・プレゼンテーション ＯＪＴで社会人基礎力を習得させるととも
力の向上に向けた研修を、教育局、地元経 に、適性検査やカウンセリングで就業体験
済界と連携し定期的に実施するとともに、 業界を決定した上で、企業に派遣して技能
ハローワークやジョブカフェと連携してカ や技術を習得させ、事業終了後の円滑な継
ウンセリングや合同企業面接会に誘導する 続雇用移行をめざす。
などして任用中或いは終了後の就職を促進。

事業予算 ２５１百万円 ３２１百万円

対 象 者 平成21年度（平成22年3月卒）新規高 平成21年度（平成22年3月卒）新規学
卒未就職者 卒未就職者
（充足できなかった場合、高卒、短大 （高卒、短大卒、大卒）

卒、大卒を対象に二次募集を実施）

採用人数 255名 100名規模

採用期間 6ヶ月 約10ヶ月

採用対象地域 全道 道内主要地域を予定

スケジュール ・募集期間 平成22年4月30日(金)～ 5月連休明けにも委託先の公募を開始
平成22年5月11日(火)

・任用開始 平成22年5月24日(月)
※道警本部は次のとおり
・募集期間 平成22年5月14日(金)～

平成22年5月20日(木)
・任用開始 平成22年7月 1日(木)

実施方法 道の直接雇用 委託事業（プロポーザル）

そ の 他 ・日当：６，１２０円
（通勤手当相当額は別途支給）

※４月２９日は休日ですが、次の連絡先において一般からの電話によるお問い合わせに対応いたし
ます。
○お問い合わせ先

経済部雇用労政課 計画・調整グループ 電話（直通）011-204-5353
就業支援グループ 電話（直通）011-204-5099

道の臨時職員雇用の勤務先
【本庁各部局等】 【総合振興局・振興局】

部局名 業務件数 募集人数 局 名 業務件数 募集人数
総務部 3 3 空知総合振興局 17 17
総合政策部 6 7 石狩振興局 8 8
環境生活部 17 19 後志総合振興局 6 6
経済部 11 13 胆振総合振興局 9 9
農政部 6 6 日高振興局 10 10
水産林務部 2 2 渡島総合振興局 18 20
建設部 3 3 檜山振興局 4 4
教育庁 26 31 上川総合振興局 18 21
道警 15 28 留萌振興局 9 9

計 89 112 宗谷総合振興局 4 4
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 7 7

区 分 業務件数 募集人数 十勝総合振興局 9 9
本庁各部局等分 89 112 釧路総合振興局 11 12
総合振興局･振興局 137 143 根室振興局 7 7

合 計 226 255 計 137 143

担当：経済部労働局雇用労政課 計画・調整グループ 千葉
電話（直通）011-204-5353 （内線）26-452



新規高卒未就職者を対象とする臨時職員募集要領新規高卒未就職者を対象とする臨時職員募集要領新規高卒未就職者を対象とする臨時職員募集要領新規高卒未就職者を対象とする臨時職員募集要領

１ 趣旨

新規高卒者の就職内定率が悪化しているため、道の臨時職員として一定数任用すると

ともに、任用終了後の就職のための支援を行おうとするもの。

２ 職種及び雇用予定人数

・職 種 第１種臨時職員

・予定人員 ２５５名

３ 任用条件

・雇用期間 平成２２年５月２４日（月）から平成２２年１１月２３日（火）まで

（６ヶ月間）

道警に係る業務については

平成２２年７月１日（木）から平成２２年１２月２８日(火)まで

（６ヶ月間）

※任用する業務により異なる場合があります。

・勤務時間 ８時４５分から１７時３０分まで

※勤務する場所により異なる場合があります。

・賃 金 日額６，１２０円

※通勤手当相当額は、別途支給します。

・業務内容 道及び道の出先機関並びに北海道教育庁、北海道警察本部（以下、「各

部局」という。）の事務・事業の補助的業務。

※業務内容、勤務場所は「臨時職員を採用する部局・業務等の一覧」を参照。

・そ の 他 ①社会保険（健康保険、厚生年金）及び労働保険（雇用保険）に加入

します。

②身分は地方公務員となりますので任用期間中は、他のアルバイト等を

行うことはできません。

③勤務日以外は、積極的な求職活動を行ってください。

４ 応募資格

・平成２２年３月に高校を卒業され、働く意欲があるが就職先が決まっていない方。

・各勤務場所に通勤可能な方。

・地方公務員法第１６条の各号のいずれにも該当されない方。

※ 道の臨時職員として勤務した経験がある方については、任用予定日の時点で、道を退職後

１か月以上経過していることが必要であり、勤務期間が通算して２４か月を超える方は応募

できません。



５ 募集方法

・道内各ハローワークに求人募集するとともに、道のホームページに求人情報を掲載し、

公募します。

・申し込みにあたっては、履歴書に所定の事項を記載し、写真を貼付（３か月以内に撮

影したもの）し、平成２２年３月に高校を卒業したことを確認できる書類（卒業証書

の写し、卒業証明書写し等）を添付の上、各部局の担当課へ提出してください。

郵送による応募は受け付けませんので、ご留意ください。

※ 担当課は「臨時職員を採用する部局・業務等の一覧」の『お問い合わせ先』をご覧ください。

・ハローワークの紹介により応募される方は、紹介状を持参してください。

６ 応募受付期間及び面接日

（道警以外）

受付～平成２２年４月３０日（金）から平成２２年５月１１日（火）まで

面接～平成２２年５月１７日（月）

※ 部署によっては、これ以外の日に実施する場合があります。

※ 応募受付の際に面接時間等をお知らせします。

（道警）

受付～平成２２年５月１４日（金）から平成２２年５月２０日（木）まで

面接～平成２２年６月１１日（金）

※ 面接時間等は、応募受付期間終了後に道警採用センターから連絡します。

７ 選考方法

面接により選考します。

８ 選考結果の連絡

・選考結果については、面接の翌日に各部局の担当課から本人あて連絡します。

・連絡方法は、電話による連絡のほか、別途、通知文書を発送します。

９ その他

・一部の部局において、任用期間、面接日などが異なる場合がありますので、ご留意願

います。

※ 異なる場合には、応募受付の際にお知らせします。

・選考の結果、任用数が求人数に満たない場合には、再募集します。その際には、学歴

に関する応募資格が変更される場合があります。

※ 再募集に係る募集方法等については、後日、別途定める募集要領によります。



保護者の皆さんへ

★新規高卒者を対象とした臨時職員を募集します

北海道庁や各総合振興局・振興局などで働く臨時職員の募集を開始しました。
●対  象  者 平成21年度新規高卒未就職者
●任用期間 任用日から6ヶ月
●賃       金 日額6,120円（通勤手当相当額を別途支給）
●臨時職員として任用期間中に、社会人基礎力やコミュニケーション力などを身につけるための研修

を受講していただきます。（研修の内容については、勤務場所により異なる場合があります）
●募集期間、募集人数などは、勤務場所により異なりますので、詳細は次のURLから確認してください
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/index.htm

【問】北海道経済部労働局雇用労政課 TEL 011-204-5353

受託先企業で、約10ヶ月間の雇用契約を結び、OJTによる社会人基礎力の
習得や就業体験（OFF-JT)による技能・技術の習得の組み合わせにより早期
就職を促進します。

●雇用期間は、6月～3月の予定です（約3ヶ月のOJT、約7ヶ月のOFF－JT)
●受託先企業による、面接があります
●事業の実施は、今後、受託先企業が行います

※O J T ：日常業務を通じた従業員教育のこと。企業内で行われる職業訓練方法のひとつ
OFF-JT：職場環境から一時的に離れて行う教育訓練のこと

★学卒未就職者等就職支援事業を実施します

【問】北海道経済部労働局雇用労政課 TEL 011-204-5099

 ●訓練期間は、3ヶ月～6ヶ月です
●ハローワークに求職登録が必要です
●一定の要件に該当する場合は、訓練期間中に国から月額10万円の給付が受けられます

★北海道立高等技術専門学院に、学卒未就職者の方々の
就職に必要な知識等を習得するためのコースを、専門
学校等を活用して実施します

【問】各学院又は北海道経済部労働局人材育成課 TEL 011-204-5358

卒業後も就職活動を続ける新規高校卒業生を、
北海道、北海道教育庁、北海道労働局、北海道経済産業
局、札幌市などが協力してバックアップします！
頑張る人の可能性は無限大∞！
積極的にチャレンジしてください。

★2010ジョブチャレンジプログラムを実施します

札幌市に居住又は通勤・通学している、概ね35歳未満の方で、現在求職中
又はアルバイト等に従事している方（平成22年3月高校卒業者を含む）を
対象に、グループワークを中心とした、社会人基礎力養成研修、ビジネススキル
アップ研修等を実施し、就職活動を支援します。

●前・中・後期の3回実施し、各回50人を募集します 前期の募集は6月上旬の予定
広報さっぽろ6月号に掲載予定

●研修期間は1ヶ月程度です

【問】札幌市経済局雇用推進部人材育成担当課 TEL 011-211-2368

★ワンポイントセミナーを開催します

各機関が行う支援策については、それぞれのホームページにおいて募集等の案内がされます
が、高校を経由して「就職活動支援希望登録」を行っていただくと、各支援策の案内を、ジョ
ブカフェ北海道から、直接メール等でご案内します。

また、ここでご紹介した以外の事業につきましては、各実施機関のホームページで紹介して
おりますのでご確認ください。

北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/index.htm

北海道教育庁           http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/

北海道労働局           http://www.hokkaido-labor.go.jp/

北海道経済産業局     http://www.hkd.meti.go.jp/information/sangyo_jinzai/index.htm

札幌市                    http://www.city.sapporo.jp/city/

北海道若年者就職支援センター（ジョブカフェ北海道）http://www.pref.hokkaido.lg.jp

求職中の方を対象に、多様な業種（食品関連業、製造業、サービス業、
IT関連業等）から採用意欲の高い企業が参加する「合同企業説明会」や、
福祉・介護の職場に関心のある方を対象に、介護事務所、老人保健施設、
介護療養型医療施設等が参加する「合同事業所説明会」を開催します。

●合同企業説明会は、8月25日（水）、11月2日（火）、1月25日（火）の3回開催（予定）
各回50社程度参加予定

●合同事業所説明会は、8月30日（月）、12月22日（水）の2回開催（予定）
各回40社程度参加予定

★合同企業説明会を開催します

【問】さっぽろ雇用創出推進協議会 TEL 011-211-2369

札幌市就業サポートセンターでは、求職中の方を対象に、応募書類の
作り方や、面接対策などのワンポイントセミナーを実施しています。

●開催日時は、ホームページで紹介しておりますのでご確認ください
札幌市就業サポートセンター http://ｗｗｗ.sapporo-sc.jp/

【問】札幌市経済局雇用推進部雇用推進課 TEL 011-211-2278



★ジョブカフェは、若者の就職活動を支援する
ワンストップサービスセンターです
ジョブカフェ北海道は、道が設置し、若者の就職活動を支援するために、

様々なメニューを用意しています。

●ジョブカフェにメール登録すると、セミナー等の情報を受けられます
●就職活動に関する悩みや不安を相談できる「キャリア・カウンセリング」
●就職活動に必要な知識を身に付けられる「就活支援セミナー」
●就職活動に有利な資格の取得に係る経費の一部を助成する「資格取得助成金」
●函館市、旭川市、北見市、帯広市及び釧路市にお住まいの方は、地方拠点に設置してあるTV電話を

使ったキャリア･カウンセリングが受けられます
●ジョブカフェや地方拠点までは遠くて…という方は、電話やメールによる相談も行っています
●ジョブカフェの利用は、すべて無料です

【問】ジョブカフェ北海道 TEL 011-209-4510

ジョブカフェ所在地

原則6ヶ月間のインターンシップを通じて、働く上で必要とされる技術・
技能・ノウハウを習得してもらう事業です。

●実習生には、日額7,000円の技能習得支援助成金が支給されます
●受入先企業の面接があります
●事業の実施は、北海道中小企業団体中央会および公募により選定された機関が行います

★新卒者就職応援プロジェクトを実施します

【問】北海道経済産業局産業人材政策課 TEL 011-7００-２３２７
北海道中小企業団体中央会 TEL 011-231-1 9 1 9

ジョブカフェ北海道及びジョブカフェ地方拠点で、特別相談会を実施します。
日程等の詳細は、下記までお問い合わせください。

★新規卒業者向け特別相談会を行います

【問】ジョブカフェ北海道 TEL 011-209-4510

◆ジョブカフェ北海道 札幌市中央区北4条西5丁目 三井生命札幌共同ビル７F

◆ジョブカフェ函 館 函館市大森町2番14号 函館市勤労者総合福祉センター２F
◆ジョブカフェ旭 川 旭川市6条通4丁目 旭川市勤労者福祉会館内
◆ジョブカフェ釧 路 釧路市錦町2-4 釧路フィッシャーマンズワーフMoo２F
◆ジョブカフェ帯 広 帯広市西2条南12丁目 JR帯広駅エスタ東館２F
◆ジョブカフェ北 見 北見市北2条西3丁目 ナップスビル１F 北見市雇用・就業サポートセンター内

【問】ジョブカフェ北海道 TEL 011-209-4510

★各ハローワークに「緊急学卒支援窓口」を設置
しています!!

高卒未就職者の方の専用窓口で、仕事の相談や紹介、求人開拓、職業訓練
の相談等、各種支援を行っています。住所地を管轄するハローワークを是非
一度、利用してみませんか。

【問】各ハローワーク又は北海道労働局職業安定課 TEL 011-738-1013

1ヶ月間の体験的な雇用を通じて、希望職種の選択肢を広げていただくと
ともに、仕事をする中で、その職種や職場の理解を深め、その後に正社員に
移行することをねらいとしています。

●ハローワークに求職登録が必要です。

★「新卒者体験雇用事業」を実施しています！

【問】各ハローワーク又は北海道労働局職業安定課 TEL 011-738-1013

原則、3ヶ月間の試行雇用となり、事業主と本人とで業務遂行に
あたっての適性や能力を見極め、相互に理解を深めた上で常用雇用への
移行を目的としているものです。

●ハローワークに求職登録が必要です。

★「トライアル雇用」をご用意しています！

【問】各ハローワーク又は北海道労働局職業安定課 TEL 011-738-1013

原則、6ヶ月間の有期雇用となり、実習や座学などを通じて企業のニーズに
あった人材に育成し、その後の正規雇用へ移行することを目的としているものです。

●ハローワークに求職登録が必要です。

★「実習型雇用事業」を実施しています！

【問】各ハローワーク又は北海道労働局職業安定課 TEL 011-738-1013

社会人としての心がまえや就職に必要な基礎力の育成のほか、主要な業界・
業種での短期間の職業体験などを内容とする訓練です。

●訓練期間は3ヶ月～6ヶ月です。
●ハローワークに求職登録が必要です。
●一定の要件に該当する場合は、訓練期間中に月額10万円の給付が受けられます。

★「未就職卒業者向け職業訓練コース」を
ご用意しています！

【問】各ハローワーク又は北海道労働局職業安定課 TEL 011-738-1013

お近くのハローワークは、ホームページからもお探しいただけます

北海道労働局（ハローワーク所在地）
http://www.hokkaido-labor.go.jp/2kantoku/kantoku03.html


